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研究成果の概要： 
 当研究は「1)地球環境問題に途上国の住民が参画できる機会を得ることができる。」「2) 京都
議定書で採用されているクリーン開発メカニズムでは植林した後は森林を保全をするだけで定

期的に炭素クレジットの対価を得ることができる。」という 2 つの観点から、温暖化対策とし
て望ましい森林の取り扱いについて提案した。研究対象地をベトナム、インドネシア、タイ、

パナマに設定し、提案内容の検証を行った。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2005 年度 4,200,000 0 4,200,000 

2006 年度 3,300,000 0 3,300,000 

2007 年度 2,800,000 840,000 3,640,000 

2008 年度 2,900,000 870,000 3,770,000 

年度  

総 計 13,200,000 1,710,000 14,910,000 

 
 
研究分野： 

科研費の分科・細目： 

キーワード：森林、二酸化炭素、京都議定書、クリーン開発メカニズム（CDM）、第２約束期間、

持続的森林管理 

 
１．研究開始当初の背景 

 人類は 1850 年から 1998 年までに約 2700

億 tの炭素を化石燃料の使用やセメント生産

を通して大気中に放出してきた。また、森林

減少を主とした土地利用変化によっても

1360 億 t の炭素が放出されてきた。最近の

FAO の統計によれば毎年 1250 万 ha 前後の森

林が減少しており１）、土地利用変化による

炭素の放出は依然として多い。一方で、陸域

には毎年 23 億 t の炭素が吸収され、陸域生

態系にはバイオマス中に 4660 億 t、土壌中に

2 兆 t の炭素が貯蔵されている。温帯林、北

方林は 5000 年前から地中海、中国で減少し

始め、19 世紀には北米で多くの森林が減少し

たが、20 世紀半ば以降、森林面積は増加に転

じ、近年は米国で年間 1.7 億 t、西ヨーロッ

パでは 1.1 億 t の炭素を吸収している。FAO

によれば先進国の森林全体では 8.8 億 tの炭



素を吸収している１）。こうしたことから、

米国やオセアニア諸国の強い主張で温室効

果ガスを吸収したり貯蔵する機能がある森

林、草地、農耕地土壌などの吸収量を、削減

目標の一部として京都議定書でカウントす

ることになった。 

 しかし、森林は様々な環境機能、経済機能

を持つにもかかわらず、京都議定書以降は

CO2 吸収機能に過度に関心を持たれてきたた

め、森林資源の取り扱いにおいて歪みが生じ

てきている。そこで、本サブ課題では 18，19

年度にこうした歪みが生じたことによる弊

害と、それを是正するための京都議定書以外

の国際的枠組みについて議論した。 

こうした森林の取り扱いについての問題点

とは別に、次期約束期間についての議論が

COP15 に向けて盛んに行われており、森林分

野においても議論のベースとなる提案が整

理されてきている。そこで、19，20 年度にお

いては森林の望ましい取り扱いを念頭に置

きつつ、第 2約束期間以降の森林の取り扱い

について、森林分野で国際交渉において議論

されていることを分析し、我が国としてどの

ような戦略を立てるべきかを示した。 

 
２．研究の目的 

 京都議定書の中に森林を吸収源として取

り込むことが決まったのは、COP3 の閉会間際

であった。このため、条文についての解釈が

国毎に異なりコンセンサスを得ていなかっ

たこと、その解釈の違いが、場合によっては

特定の国に大量の炭素クレジットを供する

結果になるおそれがあることから、運用方法

を決めるにあたって多くの議論がなされた。

しかし、欧州、アンブレラグループ、途上国

という 3者の間での対立が厳しく、ハーグで

開催された COP6 においても各グループ間で

の歩み寄りは見られなかった。それが、一転

して COP6 再会会合において第１約束期間に

のみ適用するという暫定案でボン合意妥結

に至った。森林を吸収源として扱うことを定

めている３条３項、４項のうち 4項について

は、第２約束期間に適用する運用方法を新た

に決める必要がある。これは６条の共同実施

にも影響を与える。さらに、１２条の吸収源

CDM に関して第１約束期間間では新規植林、

再植林についてのみ取り上げ、森林減少や国

内森林の３条４項に相当する森林管理を CDM

で扱うかどうかは未定である。このサブ課題

では、第２約束期間に向けて議論が始まって

いる吸収源について、第２約束期間に日本が

提案するのが望ましい方策のうち、以下の項

目について分析をする。 

（i）持続可能な森林管理という観点から、

森林の CO2 吸収機能を考える。 

（ii）UNFCCC のみならず他の国際的な枠組み

の中で森林の CO2 吸収機能を考える。 

（iii）中期目標を念頭に置いて森林の CO2
吸収機能を考える。 
 
３．研究の方法 

 平成 17,18年度は京都議定書を担当してい

るわが国の行政官、豪州、ニュージーランド、

ドイツ、英国、ブラジル等の国々から COP に

参加している担当者、米国のシンクタンクの

吸収源の専門家等から聞き取り調査を行う

とともに、吸収源に関する非公式会合に出席

し各国の発表内容について調べた。加えて、

様々な国際会議における合意文書から、森林

を用いた CDM事業に関する検討事項を取り出

し、それぞれのスタンスを調べた。また、森

林の持つ様々な機能の計量化に関わる情報

の収集も行った。これらの調査を下に、わが

国の行政担当者と協力して、第２約束期間で

とるべき日本の方針について検討した。 

平成 19 年度は森林のもつ複数の機能を統合

的に維持しようという国際的な枠組みの動

きを分析、その動きと UNFCCC における森林

の吸収源としての位置づけの関係を検討し

た。また、途上国の森林を次期枠組みに組み

入れる方策については、COP13 より本格的に

議論されだした、“森林減少・森林劣化によ

る温室効果ガス排出量の削減（REDD）”およ

び新規植林・再植林 CDM（A/R CDM）を中心に

検討をした。 

平成 20 年度は次期約束期間に向けて各国の

様々な機関から提案されている吸収源のア

カウンティング方法を分析し、我が国の吸収

量にどのような影響を与えるかを明らかに

した。また、検討内容は我が国の中期目標に



おける吸収源の評価にも援用できるよう、幅

広く検討することにした。 

 
４．研究成果 

（１）気候変動枠組み条約と他の国際的取り

組み 

１）気候変動枠組み条約（UNFCCC）及び関連

する国際会議における取り決めの中での「持

続的な開発」概念の取り扱い 

 これまでの UNFCCC や他の国際会議におけ

る各取り決めにおいて、「持続可能な森林管

理」の概念がどのように取り扱われているの

かレビューし、UNFCCC(1992)や京都議定書

(1997)には「持続可能な森林管理」への言及

があるものの、マラケシュ合意(2001)ではそ

うした記述はなく、森林を CO2 の吸収源とし

てのみ扱おうという姿勢が見られる。一方、

G8 in Gleneagles (2005)や WSSD, Plan of 

Implementation (2002)では「持続可能な森

林管理」を強く打ち出しており、温暖化交渉

グループとその外側で森林の扱いを議論し

ているグループでは、森林の扱いにギャップ

が生じていることが明らかになった。国連森

林フォーラムUNFF5 (2005)は1992年のUNCED

で森林の法的規制のある枠組み(例；森林条

約)に向けた合意ができなかったことから、

国連の持続可能な開発委員会（CSD）の指示

により、森林分野で 1995年以降に継続して、

森林分野の行政担当者が集まり、森林の取り

扱いについて国際的な法的枠組みの樹立を

試みている。現在は UNFF という組織で、持

続可能な森林管理を実現するため、国レベル

での基準と指標に基づいた森林計画の確立

を目指した議論を進めている。しかし、

UNFCCCとUNFFには連携の動きはなく、UNFCCC

の交渉の中では森林を持続可能な形で管理

しようという認識は薄れしまっている。 

 因みに、ここにあげた幾つかの国際会議で

の森林についての取り組みを調べてみると、

京都議定書の締結までは森林の持続的な管

理に配慮しながら、森林の二酸化炭素吸収量

を取り扱おうとする姿勢が温暖化分野にお

いても見られた。しかし、マラケシュ合意あ

たりから他の国際会議の森林に対する取り

組み姿勢と UNFCCC で議論される内容がかな

り異なってくる。これは、京都議定書におい

て吸収源の適用をできるだけ厳しくしよう

と主張するグループと、吸収源をできるだけ

活用しようというグループ間での対立が深

まり、持続的な森林管理という視点に立って

地球温暖化対策に森林を有効に使おうとい

う理念が薄まってしまい、対立する２つの

国々が如何に有利な運用規定を定めるかと

いう、技術論的かつ矮小な交渉に陥ったため

であろう。 

 

２） 持続的な森林管理の概念に基づく吸収

源としての森林の取り扱い 

 ここでは森林の二酸化炭素吸収機能と生

物多様性保全の機能を取り上げ、以下の３つ

のケースを用いて、森林の持つ様々な機能の

調和を図りつつ、吸収源としての機能を発揮

するような森林管理方式について議論する。

なお、議論を簡素化するため大気中の炭素の

吸収機能と生物多様性保全機能の２つを取

り上げて論ずる。 

１）森林の個別機能のみに着目した森林管理

方式と、複数の機能の調和を目指す方式 

 人工林と天然林の 100年間での平均生長量

を 2002 年の日本の森林資源データを用いて

比較すると、天然林は 1.4m3／年・haである

のに対し、人工林は 6.4 m3／年・haと 4倍以

上の開きがある。炭素吸収量は生長量に比例

している。いま、縦軸に炭素蓄積量、横軸に

林齢をとり、上から順に人工林、針広混交林、

天然広葉樹林の炭素蓄積量の変化を考えて

みる。炭素クレジットを意識した森林管理を

行うのであれば、天然林を伐採して人工林に

転換することが明らかに望ましい。したがっ

て、広葉樹を中心とした多様な樹種で構成さ

れている天然林は減少し、その代わりに成長

の早い単一樹種からなる針葉樹林が増加す

ることになる。このケースは炭素吸収量を重

視するため生物多様性という森林の機能が

劣化することを意味する。次に、生物多様性

のみを考慮した森林管理を考えてみると、人

工林を部分的に伐採し生じたギャップに広

葉樹を主体とした様々な在来樹種の再生を

誘導しながら、最終的には天然性林に似た森

林を作り上げる森林管理を行う。これによっ



て、地域の森林の炭素吸収量は減少し、併せ

て木材供給量も減少することになる。 

 このように炭素吸収機能と生物多様性保

全機能とはトレードオフ関係にあることか

ら、両者の調和を図る必要がある。その一つ

が針広混交林への誘導を図る森林管理方式

である。炭素吸収機能、生物多様性保全機能

ともに理想的ではないが、大きく損なうこと

なく実現できる。こうした森林管理を促進す

るようなアカウンティング方式の導入が必

要となる。例えば、単位面積あたりで発生す

る炭素クレジットに対しキャップを設けれ

ば、必要以上に炭素クレジットを追求しない

ことになり、他の機能との調和を図るような

森林管理方式を導入しやすくなる。また、流

域における一部の森林に炭素吸収機能を発

揮させ、残りの森林は生物多様性保全の働き

をさせるという考え方もある。この場合には

流域単位で獲得できる炭素吸収量の上限値、

つまりキャップを設けることになる。 

３）森林の持ったような機能を調和させた上

で炭素吸収機能を考える 

 森林には様々な機能があり、ある機能は炭

素吸収機能と補完的な関係を持つが、中には

生物多様性保全機能のように炭素吸収機能

とトレードオフ関係になっている機能もあ

る。そこで、様々な機能をある程度発揮でき

るような調和点を見つける必要がある。アカ

ウンティング方法としては、調和点から外れ

た形で炭素吸収量を獲得した場合には、炭素

クレジットを額面通り付与するのではなく、

ある程度割り引いて評価するなどの修正ア

カウンティング方法が考えられる。 

（３）途上国における温暖化対策としての森

林の活用を目指す REDD 及び植林 CDM 

１）熱帯林を巡る国際協調の歴史と評価 

 熱帯林の減少は 1980 年代には既に大きな

関心を呼んでいた。その背景にはカーター大

統領の時期にまとめられ 1980 年に公表され

たた「西暦 2000 年の地球」において、70 年

代の熱帯林の急激な減少が続けば、2000 年に

は途上国の開発可能な森林が消滅し、熱帯林

を中心とした途上国の森林面積は 1978 年比

で 44％に減少してしまうとの予測であった。

現実には 10％強の森林減少に留まったが、も

っとも生物多様性に富む熱帯林減少への警

告は、世界各国に大きな衝撃を与えた。直後

に、FAO が 1980 年時点の世界の森林資源を評

価し、地球探査衛星 LANDSAT によるその後の

森林減少の科学的なモニタリングも可能と

なり、「西暦 2000 年の地球」の警告ほどでは

ないにしろ、我が国の森林の半分に相当する

1200 万 ha 以上の森林が毎年、途上国におい

て消失していることが判明した。 

こうした実態を受けて UNCEDの準備会合を

重ねていた 1990 年初頭は、途上国の森林減

少に歯止めをかけるため先進国を中心に森

林についても法的拘束力のある国際的枠組

み（森林条約）の締結が主張されたが、途上

国は自国の森林資源の利用が制限されるこ

とを危惧して条約締結に至らなかった。そこ

で、取りあえず合意できる範囲内で森林の持

続的管理に関する森林原則声明を提唱する

ことになった。森林原則声明では森林を現在

及び将来世代の社会的、経済的、生態的、文

化的、精神的なニーズを満たすために持続的

経営を実現することを目指すとした。これは

従来の木材生産の保続を目指した森林資源

管理から、森林に依存する生物種も含めた生

態系の保全、二酸化炭素の固定など森林の有

する多面的な機能・便益の維持・増進を目指

した森林管理を求めるものである。UNCED で

は森林が膨大な炭素をその生態系内に貯蔵

していることや、もっとも生物多様性に富む

生態系であるとしてその重要さが認識され

た一方で、こうした森林の持つ役割をもっと

も効果的に果たしている熱帯林減少が急速

に進んでいる問題に対する取り組みが容易

でないことも明らかになった。 

こうした動きと別に、熱帯林の急速な減少

の一因として商業伐採も取り上げられ、熱帯

林木材の安定的かつ多様な市場拡大と、持続

的な木材利用と森林保全の確立を目指し、

1983 年に国際熱帯木材協定（ITTA）が国連貿

易開発会議において定められ、1985 年に発効

した。翌 1986 年に ITTA は熱帯材の輸出国、

輸入国の議論の場としてだけでなく、情報交

換、資源政策、木材利用、熱帯林の持続的管

理等を推進するために国際熱帯木材機関

（ITTO）を横浜に設置した。サブテーマ担当



者は ITTO の活動に様々な形で携わっている

が、熱帯諸国からの秩序の取れた木材生産が

目的となっており、熱帯林保全を強調するよ

うな取り組みには、それほど熱心ではない。 

 このように、森林保全に向けた国際的な枠

組み作成が難しい情勢では、UNFCCC が提起し

ている CDM、REDD は森林保全に向けた動機を

途上国に与える効果は大きいと言えよう。 

２）植林 CDM の効果と問題点 

 途上国から排出される部門別温室効果ガ

スをみると森林部門がもっとも多い。そこで、

森林部門でも CDM事業の活用により排出量を

減らそうという議論がされ、当初は議定書 3

条 3項に相当する新規植林、再植林、森林減

少が CDM事業の対象になると見られていたが、

マラケシュ合意ではブラジル、中国といった

森林資源の多い国が森林減少の導入に反対

し、結果的に新規植林、再植林のみを対象と

することになった（A/R CDM）。それでも、造

林コストが haあたり 20ドル以下と安いこと

から、大量の炭素クレジットが A/R CDM によ

って発生することを一部の国が危惧した。ま

た、森林火災に遭えば大気中から光合成によ

って森林生態系内に吸収した炭素が再び大

気に放出されるリスクがあることも、議論の

中で強調された。このため、A/R CDM の運用

細則は事実上、実施が難しい性格のものにな

ってしまった。このため、COP1 での AIJ 決定

以降、南米を中心に多くの途上国で森林関係

の AIJ プロジェクトが数多く実施され、大量

のノウハウが蓄積されていたにもかかわら

ず、2008 年 5月時点で登録された CDM プロジ

ェクト 1051 件のうち A/R CDM は中国の 1 件

のみである。その 1件も地元住民に十分に理

解されておらず、植林事業も進んでいない。

COP9 で A/R CDM の複雑な運用細則が決まるま

では、工業地帯が広がる都市部においては排

出削減 CDM が企業を主体に、農村部において

は A/R CDM が住民主体に実施されることが想

定されていた。また、工業が比較的発達して

いる中国、インド、ブラジル、メキシコなど

は省エネや代替エネルギーを用いた排出削

減 CDM が、工業が未発達の LDC は土地があれ

ば可能な A/R CDM が適用されるだろうと考え

られていた。しかし、実際には A/R CDM の実

施が極めて難しいこともあって、殆どの CDM

プロジェクトは一部の新興工業国の都市部

に偏って実施されることになった。 

３）REDD の効果と問題点 

 AIJ が大きな吸収効果を示していたことか

ら A/R CDM の積極的な活用に後ろ向きであっ

た EU は、新興工業国以外での CDM プロジェ

クトの発掘が難しいという事態を踏まえ、積

極的にどの途上国でも実施可能な森林を用

いた温暖化対策プロジェクトを支援する方

策に転換した。具体的には第 2約束期間から

の導入を検討されている REDDの推進である。

REDD は第 1約束期間での導入を反対された 3

条 3 項の森林減少(deforestation)に相当す

るものである。第 1約束期間で吸収源の利用

を抑制しようとしていた EU が推進派に変わ

ったため、殆どの国が REDD の導入に異議を

唱えず COP13 で REDD の実施に際し障害とな

るような細則の設定を求める意見も出てい

ない。ただ、REDD により大きなクレジットを

獲得できる国は、ブラジル、コロンビア、ボ

リビアなどアマゾン川流域の国、ザイールな

どコンゴ川流域の国、インド、インドネシア、

マレーシア、中国など一部の森林資源大国に

限られる。また、REDD ではリーケージの発生

を排除するため、炭素クレジットはプロジェ

クトベースではなく国レベルで考えること

になっている。このため、どちらかというと

国の森林保全政策を中心とした動きが期待

され、住民にとって大きなインセンティブが

生まれる構造になっていない。 

４）CDM や REDD の適切な運用 

 先に述べたように CDMは住民をステークホ

ルダーとしてとり組もうという思想はある

ものの極めて使いにくく、実質的に機能しな

い。一方、REDD は early credits を期待して

EU の国々が既に多くの資金を投入し活動を

開始するなど、A/R CDM の二の舞をしないよ

う事業ベースで可能な枠組みを作ろうとの

意欲が、各国に見られる。しかし、炭素クレ

ジットの獲得を目指す森林保全政策が住民

にとって不利益をもたらす可能性を否定で

きない。現在、約 8億の人々が森林に依存し

て生活をしている。人々が森林保全のために

森林地域から排除される可能性は十分にあ



る。また、REDD の恩恵を被る国は限られてい

る。既に森林資源を使い尽くした、あるいは

急激な人口増加に対応するため森林を農地

に転換せざるを得なかった貧しい国々では、

A/R CDM が技術的にもっとも実施しやすく、

住民も係わり易い。このため、A/R CDM の運

用細則を第 2約束期間では大幅に見直す必要

がある。そこで、来年度は A/R CDM と REDD

を有機的に組み合わせた方策を検討する。 
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